
開催セミナーのご案内 

●民法改正セミナー●  ・・ ビジネス関連の民法改正の重要ポイント・・ 

令和２年５月１４日(木)                                                                    

３つのポイントと対策を中心にわかりやすく解説いたします。                                                          

会場：パートナーズ PLAZA 内  時間 15：30～17：00  受講料：無料  お問い合わせ：0258-36-2685 

 

※内容のご質問等については、TEL 0258-35-4320  担当 砂山法律事務所 砂山 まで 

※配信中止等のお問い合わせは、ホームページ https://www.3d-m.jp/contact/others/ 

  

 

 

 

・・・文章中のこのマーク   をクリックして詳しい情報をどうぞ・・・ 
 

＜法務＞ 

家庭裁判所が定める 
養育費算定表の見直し 

概ね養育費支払額は増加の方向へ 
 
 
 
 
 
 

                                                
 

 
 
 
 
 

ワンポイント 通信 
第４１９号 ２０２０年５月１日発行 

E-mail pro@3d-m.jp  Web https://www.3d-m.jp/ 
TEL 0258-36-2685    FAX 0258-35-2820  

（例） 

https://www.3d-m.jp/contact/others/
mailto:pro@3d-m.jp
https://www.3d-m.jp/
　養育費とは，未成熟子が社会自立をするまでに必要とされる費用のことです。　婚姻費用とは，別居中の夫婦の間で，夫婦や未成熟子の生活費などの婚姻生活を維持するために必要な費用のことです。養育費との違いは，夫婦の生活費も含まれる点です。

　算定表とは，家庭裁判所において，養育費又は婚姻費用の算定をする際に活用されている資料です。簡易迅速に算定するため，夫婦の収入，子供の年齢・人数に着目して算定されます。




